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安平町の
まちづくまちづくりりをを
皆さんで考えてみえてみまま
せんか？

ふれあい町政懇談会政懇談会を開催します

ふれあい町政懇談会の日程
（下記の最寄りの会場へお越しください。）

ぬくもりセンター
　　多目的情報ホール

１８時３０分～１１月１１日（月）

遠浅公民館　大集会室１８時３０分～１１月１２日（火）

まち・あいステーション

　　　　　　　ラピア
１８時３０分～１１月１３日（水）

安平公民館　大集会室１８時３０分～１１月１４日（木）

ふれあい町政懇談会を各自治会で

開催したい場合は

　直接町長とお話をしてみたい自治会や

上記の日程に参加できない自治会など、

各会館や公共施設での開催にも応じます。

　開催については、事前に日程調整が必

要ですのでまちづくり推進課（緯影２５１４）

までご連絡ください。
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～ふれあい町政懇談会の意義・趣旨～
　安平町の「まちづくり」について、今何が求められてい

るかなどの皆さんの声をお聞きし、町民ニーズを的確に把

握するため、町長と直接対話ができる懇談会です。

　当日は、私たちが暮らす安平町、そして地域の課題や将

来像などについて、共通理解を図るとともに皆さんが思っ

ていることなど意見交換をし、行政運営に反映させて行き

たいと思います。　

今回のメインテーマは「まちづくり基本

条例」です。町民の皆さんと協働でまち

づくりを行うために考えていきたいと

思います。

まちづくり基本条例とは？

　まちづくりを進めていくうえで、誰がどんな役割を担い、どのような方法で決めていくのかを文

章にしたもので、自治体における最高規範に位置付けられる「自治体の憲法」です。

　安平町まちづくり基本条例は、町民・議会・町の役割や責務、権利がそれぞれ明記されていて、

多くの町民の皆さんが関わることで、行政主体のまちづくりから町民との協働のまちづくりが進め

られるよう、次の内容でまとめられています。

○情報公開や行政の説明責任　○町民参画の権利と責任、住民投票制度

○町民と行政との協働や連携　○総合計画の策定や行財政運営

○町民・町長・職員の責務　　○まちづくりを推進するために必要な審議機関の設置
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ま
た
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ご
相
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に
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ま
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も
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全
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ご
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の
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町
で
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育
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「
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」
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こ
の
ほ
か
、
あ
つ
ま
バ
ス
の
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つ
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て
ご
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の
当

１０
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ー
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（
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ー
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を
ご
参

２２

照
く
だ
さ
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。
ご
意
見
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ご
ざ
い
ま
し
た
。

※
町
内
公
共
交
通
機
関
に
関
す
る

お
問
い
合
わ
せ
は
企
画
財
政
課

（
緯
影
２
７
５
１
）
ま
で
。

お答えします

～「ていあんくん」から～


